
資料３

現行の事務の共同処理の仕組みと運用



現行の事務の共同処理の仕組みと運用（概要）

共同処理制度 制度の概要 運用状況（H20.7.1現在）

協議会 地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調整、計画
作成を行うための制度。法

人
簡
便

○設置件数：２８４件
○主な事務：広域行政圏計画の策定等１２２件（４３．
０％）、小中学校の運営など教育関係８７件（３０．６％）、
環境衛生２０件（７．０％）

機関等の共同設置 地方公共団体の委員会、委員又は執行機関の付属機
関等を、複数の市町村が共同で設置する制度。

人
の
設
立
を
要
し

便
な
仕
組
み

環境衛生 件（ ）

○設置件数：４０７件
○主な事務：介護保険認定審査１４２件（３４.９％）、公
平委員会１１６件（２８.５％）、障害区分認定審査１０８件
（２６.５％）

事務の委託
地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地方
公共団体に委ねる制度。

し
な
い ○委託件数：５，１０９件

○主な事務：公平委員会１,１６９件（２２.９％)、住民票等
の交付９３６件(１８.３％)、競艇８３８件(１６.４％)

一部事務組合
別

地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理する
ために設ける特別地方公共団体。

○設置件数：１，６６４件
○主な事務：ごみ処理４２２件（２５．４％）、し尿処理３８
６件（２３．２％）、消防２９７件（１７．８％）、救急２９５件

広域連合

法
人
の
設
立

地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当で
あると認められる事務を処理するために設ける特別地
方公共団体。国又は都道府県から直接に権限や事務
の委任を受けることができる

件（ ）、消防 件（ ）、救 件
（１７．７％）、火葬場２３３件（１４．０％）

○設置件数：１１１件
○主な事務：後期高齢者医療４９件（４４．１％）、介護保
険４７件（４２．３％）、広域行政圏計画の策定等３０件（２
７ ０％） 障害者福祉２８件（２５ ２％）

地方開発事業団 ○設置件数：１件

を
要
す
る
仕

地方公共団体が、地域開発の根幹となる建設事業を総
合的かつ一体的に実施するために設ける特別地方公
共団体。共同処理する事務は、公共施設の建設事業や
関連する用地の取得・造成等に限定されている。

の委任を受けることができる。 ７．０％）、障害者福祉２８件（２５．２％）
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全部事務組合
役場事務組合

○昭和３５年以降活用例なし

仕
組
み

全部事務組合：町村が、その事務の全てを共同して処
理するために設ける特別地方公共団体。

役場事務組合：町村が、執行機関に係る事務の全てを
共同して処理するために設ける特別地方公共団体。
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協議会の制度概要

① 根拠法令

地方自治法第２５２条の２～第２５２条の６

① 根拠法令

協議会は、普通地方公共団体の協議により定められる規約で設置される組織であるが、法人格を有せず、協議
会固有の財産又は職員を有さない。

② 制度の概要

協議会には、①事務を共同して管理執行するための「管理執行協議会」、②関係普通地方公共団体間の連絡
調整のための「連絡調整協議会」、③広域にわたる総合的な計画を共同で作成するための「計画作成協議会」の
３種類がある。

Ａ市Ａ市

Ｂ町 Ｃ村
協議会

Ｂ町 Ｃ村

③ 財源

（平成２０年７月１日現在）

協議会の経費は、関係普通地方公共団体が負担・支弁し、その方法は規約で定める。

③ 財源

④ 制度活用実績
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地域開発計画 教育 環境衛生 その他 合計

協議会数 １２２ ８７ ２０ １０２ ３３１

（平成 年 月 日現在）



① 根拠法令

機関等の共同設置の制度概要

① 根拠法令

地方自治法第２５２条の７～第２５２条の１３

② 制度の概要

機関等の共同設置は、普通地方公共団体の委員会、委員又は執行機関の附属機関等を、普通地方公共団
体の協議により定められる規約で、共同して設置するものである。

共同設置された機関等は、各地方公共団体の共通の機関等としての性格を有し、共同設置した機関等による

② 制度の概要

共同設置された機関等は、各地方公共団体の共通の機関等としての性格を有し、共同設置した機関等による
管理・執行の効果は、関係普通地方公共団体が自ら行ったことと同様に、それぞれの普通地方公共団体に帰
属する。

α委員会

機関等

Ａ市 α委員会 Ｂ町 α委員会 Ｃ村 α委員会

③ 財源

機関等の共同設置に要する経費は、関係普通地方公共団体が負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳
入歳出予算に計上して支出する。

④ 制度活用実績

厚生福祉 教育 環境衛生 その他 合計

（平成２０年７月１日現在）
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厚生福祉 教育 環境衛生 その他 合計

設置件数 ２６２ １８ ３ １３０ ４１３



① 根拠法令

事務の委託の制度概要

① 根拠法令

地方自治法第２５２条の１４～第２５２条の１６

② 制度の概要② 制度の概要

事務の委託は、普通地方公共団体の事務の一部の執行管理を、他の普通地方公共団体に委ねる制度である。
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、事務を委託する。

事務 が 事務 が事務を受託した普通地方公共団体が当該事務を処理することにより、委託した普通地方公共団体が、自ら当該
事務を管理執行した場合と同様の効果を生ずる。当該事務についての法令上の責任は、受託した普通地方公共
団体に帰属することになり、委託した普通地方公共団体は、委託の範囲内において、委託した事務を執行管理す
る権限を失うことになる。

Ａ市 α事務 Ｂ町α事務

③ 財源

委託事務に要する経費は、すべて、委託をした普通地方公共団体が受託をした普通地方公共団体に対する委
託費として予算に計上し、負担すべきその経費の支弁の方法は規約の中で定める。託費として予算に計上し、負担す きその経費の支弁の方法は規約の中で定める。

（平成２０年７月１日現在）
④ 制度活用実績

環境衛生 消防 防災 厚生福祉 その他 合計
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環境衛生 消防・防災 厚生福祉 その他 合計

委託件数 ５３９ ３５７ ２４５ ３,９６８ ５,１０９



一部事務組合の制度概要

① 根拠法令

地方自治法第２８４条～第２９１条

④ 設置数

１，６６４（構成団体：延べ１０，８６１団体） ※H20.7.1現在

一部事務組合は、普通地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために、協議により規約を定め、
構成団体の議会の議決を経て 都道府県が加入するものにあっては総務大臣 その他のものにあっては都道府

② 制度の概要

構成団体の議会の議決を経て、都道府県が加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府
県知事の許可を得て設ける特別地方公共団体である。

一部事務組合が成立すると、共同処理するとされた事務は、関係地方公共団体の権能から除外され、一部事
務組合に引き継がれる。組合内の関係地方公共団体につき、その執行機関の権限に属する事項がなくなったと
きは その執行機関は消滅するきは、その執行機関は消滅する。

Ｄ一部事務組合

特別地方公共団体

Ａ市 α事務 Ｂ町 α事務 Ｃ村 α事務

③ 財源
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① 負担金 ② 手数料 ③ その他（地方債など） ※税による収入はなし。交付税は、構成団体に対して交付。



広域連合の制度概要

① 根拠法令

地方自治法第２９１条の２～第２９１の１３

④ 設置数

１１１（構成団体：延べ２,３２３団体） ※H20.7.1現在

広域連合は、地方公共団体が広域にわたり処理することが適当な事務に関し、広域計画を作成し、必要な連
絡調整を図り、及び事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するために、協議により規約を定め、

経 都道 が 務 都道

② 制度の概要

構成団体の議会の議決を経て、都道府県が加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府
県知事の許可を得て設ける特別地方公共団体である。

一部事務組合と比較し、国、都道府県等から直接に権限等の委任を受けることができることや、直接請求が認
められているなどの違いがある。

広 連合が成立す 処 す され 事務 係 方 体 権能 除 され 広 連合広域連合が成立すると、共同処理するとされた事務は、関係地方公共団体の権能から除外され、広域連合に
引き継がれる。広域連合内の関係地方公共団体につき、その執行機関の権限に属する事項がなくなったときは、
その執行機関は消滅する。

Ｅ広域連合
広域にわたり処理することが適当な事務

（αに関連する事務） α事務β事務

国

γ事務

権限移譲の要請

γ事務
権限移譲

Ａ市 α事務 Ｂ町 α事務 Ｃ村 α事務Ｄ県 β事務

β γγ
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③ 財源

①負担金 ②手数料 ③その他（地方債など） ※税による収入はなし。交付税は、構成団体に対して交付。



区 分 一部事務組合 広域連合

団体の性 格 ・特別地方公共団体 ・同左

一部事務組合と広域連合の主な相違点

構 成 団 体
・都道府県、市町村及び特別区
・複合的一部事務組合は、市町村及び特別区のみ

・都道府県、市町村及び特別区

設置の目 的
等

・構成団体又はその執行機関の事務の一部の共同処理
・多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国からの
権限移譲の受入れ体制を整備する。等 権限移譲の受入れ体制を整備する。

処理する事務
・構成団体に共通する事務
・複合的一部事務組合の場合は、全市町村に共通する
事務である必要はない

・広域にわたり処理することが適当である事務
・構成団体間で同一の事務でなくてもかまわない

・国又は都道府県は その行政機関の長（都道府県についてはその執行機

国 等 か ら の
事務移譲 等

-

国又は都道府県は、その行政機関の長（都道府県についてはその執行機
関）の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、当該広
域連合が処理することとすることができる。

・都道府県の加入する広域連合は国の行政機関の長に（その他の広域連合
は都道府県に）、国の行政機関の長の権限に属する事務の一部（その他の
広域連合の場合は都道府県知事の事務の一部）を当該広域連合が処理広域連合の場合は都道府県知事の事務の 部）を当該広域連合が処理
することとするよう要請することができる。

構成団体との
関 係 等

-

・構成団体に規約を変更するよう要請することができる。
・広域計画を策定し、その実施について構成団体に対して勧告が可能。なお
広域計画は、他の法定計画と調和が保たれるようにしなければならない。
広域連合は 国の地方行政機関 都道府県知事 地域の公共的団体等の

関 係 等
・広域連合は、国の地方行政機関、都道府県知事、地域の公共的団体等の
代表から構成される協議会を設置できる。

設置の手 続
・関係地方公共団体が、その議会の議決を経た協議に
より規約を定め、都道府県の加入するものは総務大臣、
その他のものは都道府県知事の許可を得て設ける。

・同左 （ただし、総務大臣は、広域連合の許可を行おうとするときは、国の
関係行政機関の長に協議）

その他のものは都道府県知事の許可を得て設ける。

直 接 請 求 ・法律に特段の規定はない。
・普通地方公共団体に認められている直接請求と同様の制度を設けるほか、
広域連合の区域内に住所を有する者は、広域連合に対し規約の変更につ
いて構成団体に要請するよう求めることができる。

・議会―管理者（執行機関）
組 織

議会 管理者（執行機関）
・複合的一部事務組合にあっては、管理者に代えて理事
会の設置が可能

・議会―長（執行機関）

議員等の 選
挙 方 法 等

・議会の議員及び管理者は、規約の定めるところにより、
選挙され又は選任される。

・議会の議員及び長は、直接公選又は間接選挙による。
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